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「公共交通機関の旅客施設・車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂案に

ついて 

 

１．趣 旨＿ 

  

 我が国の公共交通機関のバリアフリー整備については、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）第８条第１項において、公共交通事業

者等は、旅客施設又は車両等を整備・導入等する時は、当該旅客施設又は車両等を「移動

等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令」

（平成 18 年国土交通省令第 111 号。以下「移動等円滑化基準」という。）に適合させるこ

とが義務付けられている。 

 また、国土交通省では、公共交通事業者等が旅客施設又は車両を新設・導入等する際に、

高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えることができるよう、

旅客施設及び車両等の整備のあり方を具体的に示した「公共交通機関の旅客施設・車両等

に関する移動等円滑化整備ガイドライン」（以下「本整備ガイドライン」という。）を公表

している。 

 本整備ガイドラインは、平成 28 年度及び 29 年度に内容の見直しを行うために設置され

た「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討

委員会」の検討結果に基づき、平成 30 年 3 月に内容を改訂したが、車椅子使用者が鉄道車

両に単独で乗降するために関係するプラットホームと車両の間の段差及び隙間の縮小、ウ

ェブサイト等のアクセシビリティの確保等について、今後の検討課題として整理された。 

 今般、車椅子使用者が単独で乗降しやすいプラットホームと車両の間の段差及び隙間の

目安と整備の方向性が示されたため、本年 8 月に「移動等円滑化のために必要な旅客施設

又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討会」を改めて設置し、本整備ガイドライン

の改訂について検討を行ってきたところ、改訂内容に一定の結論が得られたことから、当

該内容を反映するための所要の改訂を行うこととする。 

 

 

２．改訂案の概要 

（１）鉄軌道駅における乗降位置表示について 

① 車椅子使用者本人が、単独乗降しやすい乗降口に関する情報を入手できるよう、

表示等やウェブサイトに掲載することにより案内を行うことを「標準的な整備内容」

とする。 

 

（２）鉄軌道駅における車両とプラットホームの段差及び隙間の縮小について 

  ① コンクリート軌道である路線の場合、プラットホームの直線部では、ホーム改修

等により、1 以上の乗降口において、車椅子使用者が単独で乗降できるように段差

及び隙間を縮小することを「標準的な整備内容」とする。 



  ② コンクリート軌道である路線の場合、プラットホームの曲線部では、ホーム改修

等により、1 以上の乗降口において、車椅子使用者が単独で乗降しやすいように段

差及び隙間を縮小することを「望ましい整備内容」とする。 

  ③ バラスト軌道である路線の場合、ホーム改修等により、1以上の乗降口において、

目安値を参考に段差及び隙間を縮小することを「望ましい整備内容」とする。 

  ④ プラットホームの縁端部の部分的な嵩上げ（スロープ化）を行う場合は、ホーム

ドアの整備箇所において実施することを基本とするとともに、ホームドアを設置す

る際には、可能な限り段差及び隙間の縮小に取り組むことを「標準的な整備内容」

とする。 

  ⑤ 車椅子使用者が単独で乗降しやすい乗降口は、同一路線内ではどの駅においても

同じ車両扉となるよう整備するとともに、旅客の集中を防ぐためにプラットホーム

上に分散して複数設置することを「望ましい整備内容」とする。 

 

（３）鉄道車両（都市鉄道）における段差・隙間の縮小について 

  ① 異なる規格の型式が混在する路線の場合は、2cm を超える逆段差が生じないこと

を念頭に置きつつ、計画的に車両床面高さが統一されるよう車両更新（新造車）に

取り組むことを「望ましい整備内容」とする。 

 

（４）情報提供のアクセシビリティ確保について 

  ① 障害者等が円滑にホームページ等を利用し、必要な情報を得られるようにするた

めに、日本産業規格（JISX 8341-3:2016）に基づき、ウェブアクセシビリティを確

保することを「標準的な整備内容」とする。 

 

 

【参考】本整備ガイドラインの構成について 

 本整備ガイドラインの構成は、「旅客施設編」及び「車両等編」に分冊し、各整備箇所を

整備するにあたっての考え方を示した上で、以下の 3段階に分けて記載している。 

 ◎：移動等円滑化基準に基づく整備内容  

移動等円滑化基準に基づく、最低限の円滑な移動を実現するための内容 

 

 ○：標準的な整備内容  

 社会的な変化や利用者の要請に合わせた整備内容のうち標準的な整備内容で、積極的に

整備を行うことが求められるもの 

 

 ◇：望ましい整備内容  

 「◎」及び「○」の整備を行った上で、さらに円滑な移動等を実現するための整備や、

利用者の利便性・快適性を行った内容のもの 

 

 


